
○東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等

の報酬及び費用弁償に関する条例施行規程

平成２２年６月１日

規 程 第 ２ 号

（趣旨）

第１条 この規程は、東総広域水道企業団特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁

償に関する条例（昭和５６年東総広域水道企業団条例第５号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（その他の非常勤職員の報酬）

第２条 条例第３条第１項に規定するその他の非常勤職員の報酬の額は、次のとおり

とする。

区 分 種 別 報 酬 額

水 道 行 政 ア ド バ イ ザ ー 日 額 １３，０００円

企業長が予算の範囲内において定める

そ の 他 の 非 常 勤 職 員 日額。ただし、日額により難いと認め

るときは、この限りでない。

２ 条例第３条第１項に規定するその他の非常勤職員があらかじめ定められた勤務時間を

超えて勤務したとき、又は当該勤務時間に勤務しないときは、別に定めるところにより、

前項の規定による報酬の額に加算し、又は当該額を減額して支給することができる。

（補則）

第３条 この規程に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤の者等の報酬及び費用弁償

に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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